
女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム（第８回）

2024年11月29日
内閣府政策統括官（経済財政分析担当）

女性の活躍・多様な生き方と経済的自立

～地方からの女性の流出の現状と正規転換の効果～

資料３



１. 地方からの女性の流出の現状

２. データでみる家族の姿の変化

３. 非正規雇用からの正規転換
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転入超過

転出超過

20～24歳女性の転入超過割合（都道府県別）

➢ 20～24歳女性の都道府県別の転出入の状況をみると、大都市圏を除き、多くの道府県で転出超過となっている。

（備考）総務省「住民基本台帳人口移動報告」「人口推計」により作成。各都道府県について、分母は「人口推計」における20～24歳女性人口、分子は「住民基本台帳人口移動報告」における20～24歳女性転入超過数。

20～24歳女性人口における転入超過数の割合（2023年）
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20～34歳未婚者の男女比（都道府県別）

➢ 若年女性が大都市に流出した結果、一部地域で未婚者の男女比の不均衡が存在。（※1.2を上回る県は23県、1.3を上回る県は７県。）

（備考）内閣府政策統括官（経済財政分析）「地域の経済2023‐地域における人手不足問題の現状と課題‐」（令和５年12月）より。総務省「国勢調査」により作成。
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20～34歳未婚者の男女比（女性１に対する男性の数）（2020年）

※ 出生時の性比
男児：女児＝1.05：１
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（備考）国土政策局「企業等の東京一極集中に係る基本調査（市民向け国際アンケート）」(2020.11速報)により国土政策局作成。

0 5 10 15 20 25 30

希望する職種の仕事が見つからないこと

賃金等の待遇が良い仕事が見つからないこと

希望することが学べる進学先がないこと

自分の能力を生かせる仕事が見つからないこと

日常生活が不便なこと

公共交通機関が不便なこと

人間関係やコミュニティに閉塞感があること

生活や環境の変化に乏しいこと

レジャー・娯楽施設が少ないこと

地域の文化や風習が肌に合わないこと

災害の危険性が高いこと

物価や家賃等の水準が高いこと

医療・福祉施設が少ないこと

子育て環境が良くないこと

多くの人で混雑していること

男性
(n=261)

女性
(n=258)

※「その他」の回答を除く。
※出身地：15歳になるまでの間で

最も長く過ごした地域。

※母集団：東京圏外出身の

東京圏在住者

仕事（雇用）・教育関係

生活の利便性
・意識関係

Q あなたが地元に残らずに移住することを選択した背景となった事情として、あなたの地元にあてはまるものを全てお選びください。

2023年2月17日ESRI政策フォーラム
シリーズ：「静かなる有事」少子化と男女共同参画

「地方の女性活躍が日本を変える！少子化を止める！」
国土交通省国土政策局計画官資料から抜粋転出した理由

➢ 東京圏への転出の理由をみると、進学・仕事やを理由に挙げた回答が多い。
➢ 女性は、進学・仕事に加えて、男性に比べて、生活の利便性や、人間関係やコミュニティの閉塞感などを転出の理由に挙げ

た回答が多い。
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（備考）厚生労働省「令和５年賃金構造基本調査」により作成。
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男性賃金１に対する
女性賃金の割合

１月当たり(千円)

東京圏は女性の賃金水準が高く、
男女間賃金格差も比較的小さい 女性の賃金水準

※右軸

男女間賃金比率
(男性賃金１に対する女性賃金)

※左軸

男女間賃金比率
全国平均：0.86

男女間賃金格差と女性の所定内給与の地域差（地域別）

➢ 都道府県ごとの男女間賃金格差をみると、東京圏は女性の賃金水準が高く賃金格差が比較的小さいものの、多くの道府県で
は依然として格差が大きい。

男女間賃金格差と女性の所定内給与の地域差（2023年）

（30～34歳、一般労働者（フルタイム））
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令和６年度都道府県別最低賃金の改定及びパート・アルバイトの平均募集賃金（ビッグデータ）の状況

➢ 令和６年度の最低賃金引上げは全国平均5.08％となった。ビッグデータを見ると、最低賃金が施行された10月前後に、パー
トタイム労働者の募集賃金（時給）は約２～３％増加 。

都道府県ごとの最低賃金と平均募集賃金

最低賃金 パート・アルバイト募集賃金

引上げ後
金額

引上げ額（率） 発効日 金額（11/４）
上昇率

（8/26→11/４）

全国 1,055円 51円（5.08％） - 1,180円 2.43％
北海道 1,010円 50円（5.21％） 10/1 1,135円 3.46％
青森県 953円 55円（6.12％） 10/5 997円 3.10％
岩手県 952円 59円（6.61％） 10/27 1,048円 3.35％
宮城県 973円 50円（5.42％） 10/1 1,119円 2.94％
秋田県 951円 54円（6.02％） 10/1 1,044円 2.35％
山形県 955円 55円（6.11％） 10/19 1,050円 3.04％
福島県 955円 55円（6.01％） 10/5 1,096円 2.91％
茨城県 1,005円 52円（5.46％） 10/1 1,136円 3.37％
栃木県 1,004円 50円（5.24％） 10/1 1,103円 3.28％
群馬県 985円 50円（5.35％） 10/4 1,093円 2.34％
埼玉県 1,078円 50円（4.86％） 10/1 1,180円 1.81％
千葉県 1,076円 50円（4.87％） 10/1 1,229円 1.82％
東京都 1,163円 50円（4.49％） 10/1 1,319円 1.70％
神奈川 1,162円 50円（4.49％） 10/1 1,287円 2.39％
新潟県 985円 54円（5.80％） 10/1 1,097円 3.30％
富山県 998円 50円（5.27％） 10/1 1,115円 3.53％
石川県 984円 51円（5.46％） 10/5 1,086円 3.43％
福井県 984円 53円（5.69％） 10/5 1,101円 2.42％
山梨県 988円 50円（5.33％） 10/1 1,091円 2.92％
長野県 998円 50円（5.27％） 10/1 1,112円 2.87％
岐阜県 1,001円 51円（5.37％） 10/1 1,112円 3.25％
静岡県 1,034円 50円（5.08％） 10/1 1,140円 3.07％
愛知県 1,077円 50円（4.87％） 10/1 1,188円 2.41％

最低賃金 パート・アルバイト募集賃金

引上げ後
金額

引上げ額（率） 発効日 金額（11/４）
上昇率

（8/26→11/４）

三重県 1,023円 50円（5.14％） 10/1 1119円 2.38％
滋賀県 1,017円 50円（5.17％） 10/1 1148円 2.96％
京都府 1,058円 50円（4.96％） 10/1 1185円 2.60％
大阪府 1,114円 50円（4.70％） 10/1 1273円 2.17％
兵庫県 1,052円 51円（5.10％） 10/1 1191円 2.06％
奈良県 986円 50円（5.34％） 10/1 1135円 2.44％

和歌山県 980円 51円（5.49％） 10/1 1109円 2.69％

鳥取県 957円 57円（6.33％） 10/5 1051円 2.94％

島根県 962円 58円（6.42％） 10/12 1066円 3.19％
岡山県 982円 50円（5.36％） 10/2 1084円 1.98％
広島県 1,020円 50円（5.15％） 10/1 1110円 2.78％
山口県 979円 51円（5.50％） 10/1 1071円 3.48％
徳島県 980円 84円（9.38％） 11/1 1079円 3.85％
香川県 970円 52円（5.66％） 10/2 1095円 2.91％
愛媛県 956円 59円（6.58％） 10/13 1046円 3.26％
高知県 952円 55円（6.13％） 10/9 1054円 3.23％
福岡県 992円 51円（5.42％） 10/5 1094円 1.77％
佐賀県 956円 56円（6.22％） 10/17 1031円 1.78％
長崎県 953円 55円（6.12％） 10/12 1063円 3.30％
熊本県 952円 54円（6.01％） 10/5 1044円 2.35％
大分県 954円 55円（6.12％） 10/5 1047円 2.25％
宮崎県 952円 55円（6.13％） 10/5 1011円 2.54％
鹿児島県 953円 56円（6.24％） 10/5 1042円 3.27％
沖縄県 952円 56円（6.25％） 10/9 1044円 2.96％

（備考）厚生労働省、各都道府県労働局公表資料及び株式会社ナウキャスト「HRog賃金Now」により作成。 HRog賃金Nowは、株式会社ナウキャストが作成している、求人広告サイトに掲載されている募集賃金を、抽出・集計した
ビッグデータ。毎週月曜日に２週間前のデータが利用可能となる。
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➢ 最低賃金と平均募集賃金は正の相関関係がみられるが、平均募集賃金の分布をみると全国平均を上回る都道府県は８都府県
のみ（１図、２図）。

➢ 募集賃金は、正社員、パート・アルバイトともに着実に増加しているものの、分布をみると大半の道県が全国平均を下回っ
ており、地域間格差がある（３図、４図）。

都道府県ごとの平均募集賃金の分布（マクロ経済の動向）
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１図 最低賃金と都道府県別パート・アルバイトの平均募集賃金 ２図 都道府県別パート・アルバイトの平均募集賃金の分布
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３図 都道府県別正社員の募集賃金の推移 ４図 都道府県別パート・アルバイトの募集賃金の推移
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（全国加重平均）
＋31円（＋3.3％）

最低賃金引上げ

（備考）厚生労働省、各都道府県労働局公表資料及び株式会社ナウキャスト「HRog賃金Now」により作成。 HRog賃金Nowは、株式会社ナウキャストが作成している、求人広告サイトに掲載されている募集賃金を、抽出・集計した
ビッグデータ。毎週月曜日に２週間前のデータが利用可能となる。平均募集賃金は、いずれも、11月4日時点。最低賃金は、令和６年度改定反映後の金額。
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１. 地方からの女性の流出の現状

２. データでみる家族の姿の変化

３. 非正規雇用からの正規転換



家族の姿の変化

➢ 1980年から2020年までの世帯構成をみると、全体の４割強を占め、最も数が多かった「夫婦と子供」世帯が２割半ばへ低下
する一方、「単身世帯」が２割弱から４割弱へ上昇し最多となるなど、昭和から平成、令和にかけて家族の姿は大きく変化。

（備考）総務省「国勢調査」により作成。一般世帯に占める比率。施設等に入っている人は含まれない。「３世代等」は、親族のみの世帯のうちの核家族以外の世帯と、非親族を含む世帯の合算。「子」とは親族内の最も若い「夫
婦」からみた「子」にあたる続柄の世帯員であり、成人を含む。
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長寿化の進展

➢ 日本では長寿化が進展しており、平均寿命は男性が81歳、女性が87歳となっている。また、亡くなる年齢で最も多いのは、
男性は88歳、女性は93歳となっている。女性の約半数は90歳以上まで生きる。

①男性 ②女性

年齢別死亡数の分布

（備考）厚生労働省「令和４年簡易生命表」により作成。
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単身者の増加

➢ 1985年と比べると、2020年は、男女共に「未婚」と「離別」の割合が増加している。
➢ 50歳時点の未婚割合は、男性が3.7%から28.4％へ、女性は4.3％から17.8％へ、それぞれ増加。
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（備考）総務省「国勢調査」により作成。未婚は「まだ結婚したことがない者」、有配偶は「届出の有無に関係なく、配偶者のある者」、死別は「配偶者と死別して独身の者」、離別は「配偶者と離別して独身の者」。
1985年は、各年齢の人口総数（配偶関係不詳を含む）に占める各配偶関係別の人口割合。2020年は、各年齢の人口総数（配偶関係不詳を補完した値）に占める各配偶関係別の割合。
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婚姻と離婚

➢ 2023年の婚姻件数は47万件、離婚件数は18万件となっている（１図）。直近20年間は、離婚件数は、婚姻件数のおおむね３
分の１で推移している（２図）。

➢ 婚姻件数に占める再婚の割合についてみると、最近10年程度、再婚の割合が２割弱（３図）、再婚カップル（夫婦のいずれ
かが再婚又は両方が再婚）は、婚姻全体の４分の１となっている（４図） 。

１図 年間婚姻件数と離婚件数

２図 結婚・離婚比率
（婚姻件数100に対する離婚件数）

３図 婚姻件数に占める再婚の割合

４図 初婚・再婚別の割合（2023年）
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（備考）１図～４図は、厚生労働省「人口動態統計」により作成。 13

婚姻件数
47.5万件の内訳



離婚経験と現在の配偶関係

➢ 過去の離婚経験についてみると、50代女性は19.4％、60代女性は18.4％、50～60代の現在独身の女性は約半数が、離婚を経
験している。

特‐46図 過去の離婚の経験
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（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」

（令和３年度内閣府委託調査）より作成。

２．「過去に離別したことがある」には、過去に離婚・死別の両方を経験したことがある人も含まれる。
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（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」

（令和３年度内閣府委託調査）より作成。

２．「過去に離別したことがある」には、過去に離婚・死別の両方を経験したことがある人も含まれる。
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過去の離婚の経験（内閣府「令和４年度男女共同参画白書」）

（備考）内閣府「令和４年度男女共同参画白書」（令和４年６月）。「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）による２万人調査から作成。「過去に離別したこ
とがある」には、過去に離婚・死別の両方を経験したことがある人も含まれる。「答えたくない」とした回答者を除いて算出。 14
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若者の意識の変化：結婚・家族に対する未婚者の意識

➢ 現在の未婚者（18～34歳）の結婚や家族に関する考え方は、親世代が若かった頃から大きく変化している。

（備考）国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」（2021年）により作成。
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１. 地方からの女性の流出の現状

２. データでみる家族の姿の変化

３. 非正規雇用からの正規転換
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（備考）厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査」により作成。

男女間の賃金格差①

➢ フルタイム労働者の所定内給与額は、男女別、雇用形態別で格差がある。

所定内給与額（雇用形態別・年齢別、月平均）
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（備考）厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査」により作成。

男女間の賃金格差②

➢ フルタイム労働者のうち、正規雇用の所定内給与額をみると、男女間格差がある。

正社員の所定内給与額（学歴別、月平均）

18
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男女間の賃金格差③

区 分

企業規模計（10人以上）
年齢 勤続

年数

所定内

実労働
時間数

超過実

労働時
間数

きまって支給 年間賞与
その他特別
給与額

年収
する現金給与
額 所定内給与

額

歳 年 時間 時間 千円 千円 千円 万円

保育士（男） 35.4 7.3 168 4 306.6 297.7 806.0 449

保育士（女） 38.1 8.6 167 3 268.9 262.0 705.5 393

公認会計士，税理士（男） 39.3 8.4 167 12 531.7 495.4 1437.8 782

公認会計士，税理士（女） 39.7 8.2 166 15 408.8 362.4 1207.2 611

会計事務従事者（男） 42.7 12.9 165 9 386.4 361.2 1238.1 587

会計事務従事者（女） 43.2 12.4 162 7 291.1 273.4 821.8 432

介護職員（医療・福祉施設等）（男） 41.8 8.2 165 5 282.4 264.8 621.4 401

介護職員（医療・福祉施設等）（女） 45.9 8.2 163 4 252.6 238.9 509.1 354

理容・美容師（男） 32.9 9.5 180 2 377.8 373.3 86.9 462

理容・美容師（女） 31.8 7.6 174 3 272.6 268.3 83.3 335

➢ 同じ職種でも、年齢や勤続年数、労働時間に大差がないにもかかわらず、男女間格差がある。

同じ職種で比べた男女間賃金格差

2022年から義務化された各企業の男女間賃金格差の開示を活用することが重要。
（女性活躍推進法に基づく開示義務：従業員301人以上企業、有価証券報告書における開示義務：上場企業）

19（備考）厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査」により作成。きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額によって年収換算。
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労働市場における正規・非正規雇用の状況

➢ 男女の非正規雇用の割合を年齢別・学歴別にみると、男性は各年齢区分で大きな変化はないが、女性は年齢を重ねるごとに
上昇傾向にある。また、高卒以下の女性については、30歳台前半までの時点で、約半数が非正規雇用。

性別・学歴別の就業率と正規雇用割合（2023年）
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（備考）総務省「労働力調査」により作成。「中学・高校卒」は、教育区分「小学・中学・高校・旧中」の「卒業」を指す。
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労働市場における正規・非正規雇用の状況

➢ 勤続年数別の賃金カーブをみると、女性の非正規雇用については勤続年数が長くなっても賃金がほとんど上昇しない（１
図）。

➢ 初職と現職の関係をみると、初職が正規雇用の場合は全年代で７割以上が正規、初職が非正規雇用の場合は全年代で約６割
以上、45歳以上では７割以上が非正規に留まっており、初職の雇用形態がその後の雇用形態に大きく影響している（２図）。
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２図 初職と現職の関係

（備考）１図は、厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査」により作成。正規雇用は「正社員・正社員計」、非正規雇用は「正社員・正職員以外計」を指す。
賃金は、所定内給与額×12＋年間賞与その他特別給与額によって計算し、指数化。
２図は、総務省「令和４年就業調整基本調査」により作成。 21
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（備考）総務省「令和4年就業構造基本調査」により作成。

結婚している女性（25～64歳）の最終学歴と所得（2022年）

➢ 高校卒業者の約７割、専門学校・短大・高専卒業者の約６割は、所得が200万円未満。
➢ 大学・大学院卒業者で所得が200万円未満の割合は、35歳以上で約５割。
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（備考）総務省「労働力調査」により作成。各年各期において、過去１年以内に離職し、前職が正規（または非正規）雇用で現在が正規（または非正規）雇用である人数の後方４期移動平均の値について計算。

非正規雇用の正規転換の現状と効果

➢ 2020年代に入って以降、転職市場が拡大傾向にある中、男女ともに正規雇用間での転職は増加傾向にあるが、女性の非正規
雇用から正規雇用への転職者数の水準は低く、横ばいの傾向。

男女別・雇用形態別転職者数
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非正規雇用のうちパート・アルバイト、派遣社員、契約社員の特徴

➢ 非正規雇用の中でも、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員のそれぞれで特徴がみられる。
➢ 不本意非正規の割合については、パート・アルバイトでは割合が低く、特に既婚女性においては２％と非常に低い水準である。

一方、派遣社員や契約社員については、不本意非正規の割合が相対的に高い（１図） 。
➢ 女性のパート・アルバイトは同じ雇用形態に留まることが多いが、契約社員については正規雇用となる可能性がわずかながら

相対的に高い（２図）。
➢ なお、雇用形態別にみた産業別雇用者割合をみると、女性のパート・アルバイトは卸小売や宿泊・飲食サービス業で多い（３

図） 。

１図 就業形態の違いや婚姻状況別にみた不本意非正規の割合（2023年）
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不本意非正規
（女性、未婚）

２図 前月から今月の雇用形態間の遷移確率
（女性、35～54歳）

0 20 40 60
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信業、運輸・郵便業

卸小売、宿泊・飲食サービス

医療・福祉

３図 雇用形態別にみた産業別雇用者割合

（備考） １～３図は、総務省「労働力調査」により作成。
２図は、正規雇用、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、完全失業者、非労働力人口間の移動に限定して計算。23年10月から24年９月までの１年間の平均。
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（男性、総数）
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パート・アルバイト（女性）

（％）
正規

パート・
アルバイト

派遣社員 契約社員
完全
失業者

非労働力
人口

正規 98 1 0 0 0 0

パート・アルバイト 1 96 0 1 0 1

派遣社員 2 4 86 5 2 1

契約社員 6 6 2 85 0 0

完全失業者 4 6 2 0 71 17

非労働力人口 1 2 0 0 2 95

今月

前
月

24



相対的貧困率

➢ 貧困の動向を測る指標の１つが「相対的貧困率」（所得の中央値の半分以下の所得の世帯の割合）（１図）。
➢ 日本全体の相対的貧困率は、2012年をピークに、近年は改善傾向で推移（２図）。
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中央値の半分
（127万円） 赤塗の世帯が全体に占める割合

＝相対的貧困率

１図 相対的貧困率の概念図

※所得が多い人から順に数えて、
全体の人数のちょうど半分にいる人の所得の値

（254万円は、「国民生活基礎調査」の最新結果）

２図 日本の相対的貧困率の推移

ここでいう「所得」とは、世帯の可処分所
得を、世帯人員の平方根で割った「等価可
処分所得」を指している。
（世帯人員ごとの世帯収入の例）

１人：127万円× １＝127万円

２人：127万円× ２＝180万円

３人：127万円× ３＝220万円

※世帯人員で割らないのは、生活水準を考
えた場合、世帯人員が多い方が生活コス
トが割安になることを考慮したもの。

（※）「新基準」は、ＯＥＣＤが示す所得の定義変更を踏まえたもの。従来の可処分所得からさらに仕送り額などを除く。

（備考）１図及び２図は、厚生労働省「国民生活基礎調査」により作成。相対的貧困率が公表されるのは３年に一度の「国民生活基礎調査（大規模調査）」。
このほか、相対的貧困率を測る他の統計として、総務省「全国家計構造調査」（５年に一度実施）もある。
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全世帯及びひとり親世帯の相対的貧困率

２図 ひとり親世帯の相対的貧困率の国際比較

１図 相対的貧困率の国際比較

➢ 日本の相対的貧困率は15.4％。ひとり親世帯の相対的貧困率は44.5％、日本全体と比較して約３倍であり、国際的にみて
も高い水準。

（備考）ＯＥＣＤ Income Distribution Database、ＯＥＣＤ Family Database、厚生労働省「国民生活基礎調査」により作成。日本の値は、2021年時点。
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高齢者の相対的貧困率（男女別）の国際比較

➢ 国際的にみると、高齢者（66歳以上）の相対的貧困率は、女性の方が男性よりも高い水準にある。
➢ 日本の高齢者の相対的貧困率は、女性が22.8％、男性が16.6％と、いずれもＯＥＣＤ平均を上回る。
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（備考）「男女共同参画白書 令和６年版」により作成。日本については厚生労働省「国民生活基礎調査」、日本以外の国は、ＯＥＣＤ“Pensions at a Glance 2023”により作成。日本の高齢者は65歳以上。貧困率の定
義は、ＯＥＣＤの作成基準に基づき、等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の半分に満たない世帯員の割合。基本的に令和２（2020）年の数値であるが、アイ
スランドは平成29年（2017）年、デンマーク、フランス、ドイツは令和元（2019）年、日本、ノルウェー、スウェーデン、米国は令和３（2021）年。
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高齢者の相対的貧困率

①男性 ②女性
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生活保護受給者・世帯の現状

生活保護受給者（男女別・年齢別・2022年度）

➢ 生活保護受給者（2022年度）は、全体で199万人。年齢階層が高くなるほど増加傾向にあり、80歳以上の女性が最も多く、
12.3％。また、全受給者のうち、約７割が単身世帯となっている。
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（万人）

（備考）厚生労働省「2022年度被保護者調査（年次調査）」により作成。
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女性の非正規雇用の正規転換による効果

非正規雇用から正規雇用への転換による効果（イメージ）

所得の向上

非正規雇用から正規雇用への転換

➢ 世帯構成や若者の意識が大きく変化し、多様な姿が存在。こうした中、女性高齢者・ひとり親世帯の相対的貧困率の高さ
や生活保護受給者の現状を踏まえると、女性の所得向上・経済的自立が重要な課題。

➢ 非正規雇用については、正規雇用に比べて賃金水準が低く、正規転換も伸び悩んでいる。非正規雇用の正規化は、①安定
的な収入、②社会保険加入による将来を含む貧困リスクの低減、③将来の収入の見通しの確保に資するものであり、希望
する非正規雇用者が正規に転換しやすい環境を作っていく必要。

経済的自立

• 安定した収入
• 所得向上に加え、社会保険加入によ

る貧困リスクの低減
• 将来の収入の見通しの確保

（備考）本スライドは女性の非正規雇用から正規雇用への転換の効果を示したイメージであり、想定されるパス等を含め、すべての効果を網羅的に示したものではない点には留意が必要。
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女性の非正規雇用の正規転換による効果（マクロ経済への効果）

非正規雇用の正規雇用への転換による効果（マクロ経済への効果）（イメージ）

供給側への影響
①労働 ②資本 ③生産性

• 労働時間の増加
⇒ 労働供給の増加

• 多様性の確保
⇒ イノベーション、企業業績の向上

より多くの女性が非正規雇用から正規雇用に転換

需要側（個人消費・住宅投資）への影響

• 女性が稼ぐ所得（生涯年収）の増加
⇒ 消費・住宅投資の増加

※ 女性の月労働時間
正規雇用（フルタイム） ：172時間
非正規雇用（フルタイム） ：166時間
非正規雇用（短時間労働者）：77時間

（出典）令和５年賃金構造基本調査（注２）

※ 女性の正規雇用や管理職が増加し、多様性が確保されることにより、
イノベーションが促され、生産性と企業業績を向上させる可能性。

※ 特に中高年の女性は、高い教育水準を有しているにもかかわらず
非正規として就業している割合が高く、潜在力への期待が高い。

• より能力に見合った就業で潜在力発揮
⇒ 労働の質の向上

➢ 女性の非正規雇用の正規転換についてのマクロ経済的な効果をみると、供給面では、労働時間の増加に伴う労働供給の押
上げ、より能力に見合った就業や多様性の確保による生産性の向上、需要面では、賃金上昇により女性の稼得する所得が
増加し、消費及び住宅投資の増加が期待される。とりわけ、正規転換により将来にわたる収入の見通しが立てやすくなる
ことにより、消費が活発になる可能性がある（恒常所得仮説（注１）） 。また、財政面でも、貧困に陥るリスクの低減を通
じた将来の歳出の抑制や、社会保障の支え手の増加が期待される。

財
政
へ
の
影
響

• 女性が稼ぐ所得（生涯年収）の増加
⇒ 貧困リスクの低減 ⇒ 将来の財政支出の抑制

※ 貧困に陥るリスクの低減による将来の財政支出の抑制。
社会保険への適用者拡大による支え手の増加。

（備考）令和５年経済財政白書、高村静（2016年）「企業における多様な人材の活用：女性人材・外国人材に着目して」RIETI Discussion Paper Series、山口晃（2022年）「女性役員比率の労働生産性へ与える効果及び
イノベーション実現との関係」NISTEP DISCUSSION PAPERを参考に作成。本スライドは女性の非正規雇用から正規雇用への転換の効果を示したイメージであり、想定されるパス等を含め、すべての効果を網羅的に
示したものではない点には留意が必要。

（注１）恒常所得仮説とは、消費は、一時的な可処分所得の変動ではなく、生涯を通じた所得見通しの変化に影響されるという考え。
（注２）月間労働時間の計算方法は、フルタイムは「所定内実労働時間数」と「超過実労働時間数」の合計で、短時間労働者は「実労働日数」と「1日当たり所定内実労働時間数」の積。正規雇用（フルタイム）の

所定内実労働時間数は164時間、非正規雇用（フルタイム）の所定内実労働時間数は159時間。
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• 将来の収入確保の
見通しが高まること
による消費の増加
（恒常所得仮説）
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